
申請先 受 付 期 間 様 式 等 提出方法 有 効 期 間 提出・問い合わせ先 備　　考

持参又は郵送 理財部契約検査課総務係
(インターネット申請も可
電子申請後書類持参・郵送)

095-829-1160（直通）

令和6.6.3～令和8.3.31
（随時受付）

令和7.4.1～令和8.3.31

※経営事項審査の有効期間（審査
基準日から1年7ヶ月）内

令和7.4.1～令和8.3.31 総務部管財契約課契約班

電子申請後、申請書を期
限までに提出が必要

※経営事項審査の有効期間（審査
基準日から1年7ヶ月）内

0957-73-6626

令和6.10.21～令和6.11.29 令和7.4.1～令和.9.3.31 企画財務部契約管財課
（審査補正期間）※不備の申請

6年12月２日～１６日
0957-22-2471(直通)

令和6.11.1～令和6.12.20

（持参）

令和7.1.8～令和7.1.23

の各指定日

（郵送）

令和6.12.16～令和7.1.31

西 海 市 令和7.1.7～令和7.2.21
西海市指定様式（内容変更
あり）

郵送（持参でも受け付
けるが原則郵送）

令和7.4.1～令和9.3.31
総務部総務課契約検査班
0959-37-0026

７年度分より受付・有効期
限が変更（１年→２年）
中間年は更新（確認書類）
手続きを要する予定

時 津 町
令和6.11.1～令和6.12.27
※５年11月～12月に申請をし
ている場合は不要（中間年）

時津町指定様式
持参又は郵送

令和7.4.1～令和8.3.31
総務部行政管理課
095-882-3917（直通）

受付・有効期間が変更

佐 々 町 令和6.12.2～令和7.2.28
国土交通省様式または長崎
県建設工事入札参加資格審
査申請書等を準用

持参又は郵送 令和7.4.1～令和8.3.31 建設課 0956-62-2101

小 値 賀 町

定期
令和6.12.2～令和7.1.30
随時：
令和7.2.2～令和10.2.29

中央公契連統一様式または
これに準じるもの、総務省
競争入札参加資格審査申請
書の標準様式も可

持参又は郵送

定期
令和7.4.1～令和10.3.31
随時
登録受付～令和10.3.31

総務課　 0959-56-3111

※詳細については、各市町受付担当課へお問い合わせ下さい。

波 佐 見 町
波佐見町指定様式
※指定様式の内容を全て満
たしていれば任意様式で可

原則電子申請
※やむを得ない理由で
電子申請が困難な場合
は連絡してください

令和7.4.1～令和8.3.31
令和６年度入札参加申請
より申請方法が電子申請
に変更

新上五島町 新上五島町指定様式
インターネットを利用した
電子申請（紙提出不要）

令和７年度入札参加申請
より申請方法が電子申請
となります

令和6.11.15～令和6.12.14
6年、7年度の申請をしている
場合は不要（中間年）

税務財政課財政管財係
0956-85-2111

財政課監理班　0959-53-1167

対 馬 市 対馬市指定様式 持参又は郵送 令和7.4.1～令和8.3.31

税務財政課財政管財係
0956-82-5413（課直通）

経営規模等評価結果通知
書・総合評定値通知書につ
いては、毎年有効期限内に
提出が必要

長 与 町

川 棚 町
令和6.10.7～令和6.12.27
6年・7年度の申請をしている
場合は不要（中間年）

中央公契連統一様式

令和7.1.6～令和7.2.21

南 島 原 市 令和7. 1.6～令和7. 2.28
電子申請システムを利用し
た申請書および添付書類
書面のみは不可

持参又は郵送

電子申請後、申請書を期
限までに提出が必要

島 原 市

松 浦 市 持参又は郵送

中間年(R8.4.1～
R9.3.31)の入札参加資格
を得るためには追加書類
の提出が必要

財務部企画財政課契約管財班
0950-22-9110

建設課管理係　0956-72-1111

財政部契約課　0957-53-4111大 村 市
大村市指定様式（電子申請
システムにより印刷したも
のを提出）

持参又は郵送 令和7.4.1～令和9.3.31

平 戸 市
令和6.11.1～令和6.12.20
※2次は令和7.3.17～随時

令和7年度 長崎県内各市町 入札参加資格申請(建設工事)受付日程一覧
令和6年1２月2３日現在

長 崎 市 随時受付 長崎市指定様式

受理した月の翌月1日から経営
事項審査の審査基準日の2年後

総務部契約管財課契約検査班
0957-62-8024

財務部契約検査課契約検査班
0957-47-7793（直通）

雲 仙 市 令和6.11. 1～令和7. 1.31
電子申請システムを利用し
た申請書および添付書類
書面のみは不可

持参又は郵送

佐 世 保 市 佐世保市指定様式 ※更新手続きを行うと新たに提出
された経営事項審査の審査基準日
の2年後まで有効期間を延長

0956-24-1111
契約監理室契約課

有効期間満了日まで

更新：持参又は郵送
新規：持参随時受付

（新規は３月を除く毎月指定
日）

東 彼 杵 町
令和6.11.15～令和6.12.16
6年、7年度申請の申請をして
いる場合は不要（中間年）

東彼杵町指定様式
※中央公契連統一様式また
は国交省統一様式でも可

持参又は郵送 令和7.4.1～令和8.3.31
税財政課財政管財係
0957-46-1205

主観点の届は6年11月1日
～7年2月28日

諫 早 市
市指定様式（HPﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ）
電子ﾃﾞｰﾀ化（PDF）
※紙提出不要

インターネットを利用
した電子申請

五 島 市 令和7.1.6～令和7.1.31 令和7.4.1～令和8.3.31

契約管財課
095-801-5784

令和6.11.1～令和6. 12.13 松浦市指定様式 令和7.4.1～令和9.3.31

財政課
0920-53-6111

総務企画部財政課契約管財班
0959-72-6111

壱 岐 市 令和7.1.6～令和7.1.31

長与町指定様式 持参又は郵送 令和7.4.1～令和9.3.31

定期：町内事業所
令和6.12.1～令和6.12.20
定期：町外事業所
令和7.1.6～令和7.1.31
随時：令和7.3.1～令和9.2.28

定期：令和7.4.1～令和9.3.31
随時：名簿登録～令和9.3.31

五島市指定様式
持参、郵送
又は電子申請

郵送（市内業者は必ず
持参）

※登録事業者は年1回更
新手続きが必要

※登録事業者は年1回更
新手続きが必要

島原市指定様式 持参又は郵送 資格認定日～令和8.3.31

経営規模等評価結果通知書・
総合評定値通知書について
は、必ず毎年最新の結果通知
書の提出が必要

平戸市指定様式 持参又は郵送 令和7.4.1～令和8.3.31

変更にともなう申請は変
更申請サイトから

持参又は郵送 令和7.4.1～令和8.3.31

壱岐市指定様式 令和7.4.1～令和8.3.31
総務部財政課契約班
0920-48-1114


